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子ども若者はぐくみ局 

 

子育て世帯生活支援特別給付金（その他世帯分）の進捗状況等について 

 

国の新型コロナウイルスの影響で困窮する方への緊急支援策として，令和３年３月に閣議

決定された低所得の子育て世帯に対する「子育て世帯生活支援特別給付金」（以下「同給付

金」という。）について，同給付金（ひとり親世帯分）については支給しているところです。 

今般，同給付金（その他世帯分）について，国から事業実施の考え方が示されましたので，

事業の概要及び現時点での本市の対応状況等について御報告します。 

 

１ 制度概要（国資料は別紙参照） 

⑴ 給付対象者 

１８歳年度末までの児童（障害のある児童は２０歳未満）を養育する父母等で，以下の

いずれかに該当する方 

※ 令和３年４月から令和４年２月末までに生まれる新生児も対象 

Ａ 令和３年度分の住民税均等割が非課税の児童手当・特別児童扶養手当（以下「児童手

当等」という。）受給者（対象児童：約１万６千人） 

※ 児童手当は１５歳の年度末までですが，１６歳～１８歳年度末までの兄姉についても支給対象

となります。 

Ｂ 令和３年度分の住民税均等割が非課税で，Ａ以外の１５歳年度末経過後１８歳年度末

までの児童のみを養育する方（高校生世代のみを養育している方） 

Ｃ 令和３年１月１日以降の収入が急変し，住民税非課税相当の収入となった方 

⑵ 給付金額 

児童１人当たり５万円（ひとり親世帯分が支給済の児童は除く） 

 

２ 手続き・スケジュール等 

⑴ Ａに該当する方（申請不要） 

ア 令和３年４月分の児童手当等の受給者 

事前通知を行い，６月末（予定）に支給します。 

ただし，一部，確認作業に時間を要するなど，７月以降の支給となる場合があります。 

イ 令和３年５月分から令和４年３月分までの児童手当等の新規受給者 

児童手当等の支給決定後，事前通知を行い，支給します。 

※ アイについて，１６歳～１８歳年度末までの兄姉については，児童手当の手当額の算定（同一

世帯の１８歳年度末までの子の人数で支給額を決定）に必要となるため，１８歳年度末までの兄

姉の情報も保有していることから，当該兄姉分もこの区分で支給します。 

※ 児童手当を受給している公務員の方は，アイに該当する場合でも申請が必要です。 

⑵ ＢまたはＣに該当する方（要申請） 

下記「３」のとおり周知広報を行い，６月下旬から申請受付（原則郵送）を開始し，順

次支給します。なお，申請期限は令和４年３月上旬を予定しています。 

 



 

３ 周知広報 

・ Ｂについては，対象と見込まれる非課税世帯に対して，本市保有データから対象者を

抽出し，７月頃に個別に郵送で周知を行います。 

・ Ｃについては，対象者の把握が極めて困難であるため，区役所・支所やハローワーク

等でのチラシ配架や，市民しんぶんをはじめとした各種広報媒体への掲載により，幅広

く周知を行います。 

 

４ 専用窓口の設置 

  ２⑴に記載の事前通知送付後，現在，開設しているひとり親世帯分の専用窓口におい

て，その他世帯分についても問合せ対応や申請受付等を行います。 
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